


※1

※1 下記の病態に応じ、訴訟手当金や定期検査費用等が支給されます。

20年の除斥期間を経過した方については、
死亡・肝がん・肝硬変（重度） 900万円
肝硬変（軽度） 600万円（300万円＊）
慢性肝炎 300万円（150万円＊）
無症候性キャリア 50万円

＊現にり患しておらず、治療を受けたこともない者に対する給付額

※2　20年の除斥期間を経過していない方については 600万円

※ これらの一連の手続の一部または全部を弁護士に依頼することができます。（手続を弁護士に依頼し、和解が成立し
た場合には、給付金額の４％相当分が訴訟手当金として別途給付されます。）弁護士については、「B型肝炎弁護士」
で検索できます。また、厚生労働省ホームページに各地の弁護団の連絡先へのリンクを掲載しています。


